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次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画 

 
 女性が活躍でき、社員が仕事と子育てを両立させることができる雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 
 
１．計画期間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

２．内  容 

≪目標１≫ 

職員に対し、育児支援に関する諸制度の利用を促すとともに、育児休業取得率を男性

３０％以上、女性７５％以上とする。 
＜取組内容＞ 
 令和７年度～ 

 男性職員の育児参加について職員の意識の向上を図る。 
 職場復帰した女性教員へ研究補助者を一定期間配置するとともに、運営業務に対す

る負担を軽減する。 
 在宅勤務制度等の多様な働き方に資する制度の運用を継続する。 

 

≪目標２≫ 

事務部門の管理職（課長相当職以上）に占める女性職員の割合について、２５％以上

とする。 

＜取組内容＞ 
 令和７年度～ 

 学内にて女性活躍に関する意見交換を実施する。 
 管理職の対象となりうる男女職員に対するキャリアパス制度を構築する。 

 

≪目標３≫ 

職員のワーク・ライフ・バランス向上のため、職員の月ごとの平均残業時間を１５時

間以内とし、年次有給休暇の取得を促す。 

＜取組内容＞ 
 令和７年度～ 

 職員の月の平均残業時間を部署ごとに確認し、分析する。 
 長時間労働を抑制するための方策を検討し、実施する。 
 年次有給休暇取得を計画的かつ確実に実施するための取組みを実施する。 

 

≪目標４≫ 

次世代育成に向けた地域貢献活動を奨励する。 

＜取組内容＞ 
 令和７年度～ 

 施設見学・体験教室等の開催を引き続き推進する。 
 職員が子どもを対象とした地域交流行事の講師等として参加することを引き続き

奨励する。 
 


